
  
　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

お知らせ版
25

No.１ 

 

  
 

 

１/３枚

2024

９発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町三丁目 13 番地］　編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは (0296-43-2111㈹  　0296-43-4214㈹　　　　　      　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.city.shimotsuma.lg.jp/

凡例 問 ＝問い合わせ先  申 ＝申込先　(＝電話番号　　  ＝ファックス番号　　  ＝メールアドレス　　  ＝ホームページ　

令和７年度 保育所・認定こども園(保育認定) 
入所申し込みの受付開始 
 

令和７年４月から保育所や認定こども園(保育認定)に

入所希望する方の申し込み受け付けを開始します。 

保育所や認定こども園(保育認定)に入所できるお子さ

まは、家庭内での保育ができない児童が対象です。 

入所申込先は市役所子育て支援課です。定員を超え

る申し込みがあった場合には、入所調整を行います。入

所の決定は、先着順ではありません。 

　勤務先が市外にあるなどの理由で、市外の保育所を

希望する場合には、お早めに子育て支援課までお問い

合わせください。 

 

◆申込できる保育所など 

◇０～２歳児　もみの木フレンズ、小友家庭保育ルーム 

◇０歳児～ 

　きぬ保育園、法泉寺保育園、大宝保育園、西原保育園、

もみの木保育園、大和保育園、下妻保育園、市外の保育

所および認定こども園 

◇２歳児～　認定こども園下妻いずみ幼稚園 

◇３歳児～　認定こども園ふたば文化 

◆入所申込期間 

◇第１次選考 

10 月１日(火)～12 月 13 日(金) 

◇第２次選考 

12 月 16 日(月)～令和７年２月 14 日(金) 

◇第３次選考 

令和７年２月 17 日(月)～３月３日(月) 

◆申込方法 

子育て支援課窓口または市ホームページから申込用紙を

ダウンロードし、子育て支援課へお申し込みください。 

 

問　申　子育て支援課　 
TEL 45-8120　FAX 30-0011

令和７年度幼稚園・認定こども園(教育認定) 

園児募集 

 
令和７年４月から幼稚園または認定こども園(教育認定)

に入園希望する方の入園受付を開始します。 

 
◆募集園 

【公立幼稚園】上妻幼稚園、ちよかわ幼稚園 

【私立幼稚園・認定こども園】 

　下妻小友幼稚園、認定こども園ふたば文化 

　認定こども園下妻いずみ幼稚園 

◆受付開始　令和６年 10 月１日（火）～ 

◆入園資格 

【満３歳児(４年保育)】※私立園のみ 

令和７年４月２日以降に満３歳になる子 

【３歳児(３年保育)】 

令和３年４月２日～令和４年４月１日生まれの子 

【４歳児】 

令和２年４月２日～令和３年４月１日生まれの子 

【５歳児】 

平成 31 年４月２日～令和２年４月１日生まれの子 

※公立幼稚園は、３歳児以上の市内に住所を有する児

童が対象です。 

◆入園手続 

入園申請先は各園です。 

園により受付時間及び募集内容が異なります。 

園の見学や質問などは、各園に直接お問い合わせくだ

さい。 

 

問　申　 

上妻幼稚園　TEL・FAX 43-5884　 

ちよかわ幼稚園　TEL・FAX 43-7585 

下妻小友幼稚園　TEL・FAX 44-2810 

認定こども園ふたば文化 

TEL44-2346　FAX 44-2106 

認定こども園下妻いずみ幼稚園 

TEL43-6630　FAX 44-9499 

子育て支援課　TEL45-8120　FAX 30-0011

就学時健康診断日程表 
 

令和７年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施します。 

※当日は、着脱のしやすい服装でお越しください　※髪の長いお子さんは、まとめておいてください 

※詳しい日程は、市教育委員会から保護者に郵便にて通知を送付します 

 

問　学校教育課　　TEL44-0740  FAX43-9608

 学校名 日程 受付時間

 下妻小学校 10 月　８日(火)　午後１時 30 分～ 午後０時 45 分～

 大宝小学校 10 月　４日(金)　午後１時 20 分～ 午後１時～

 騰波ノ江小学校 10 月 23 日(水)　午後１時 25 分～ 午後１時 10 分～

 上妻小学校 10 月　１日(火)　午後１時 30 分～ 午後１時～

 総上小学校 10 月　２日(水)　午後１時 30 分～ 午後１時～

 豊加美小学校 10 月 22 日(火)　午後１時 30 分～ 午後１時～

 高道祖小学校 10 月　２日(水)　午後１時 30 分～ 午後１時 10 分～

 宗道小学校 10 月 10 日(木)　午後１時 30 分～ 午後１時 15 分～

 大形小学校 10 月 24 日(木)　午後１時 30 分～ 午後１時～

ビアスパークしもつま臨時休館のお知らせ 
 

温泉設備の更新工事実施に伴い、下記の期間は施設

を臨時休館します。 

年間パスポートや回数券などの扱いについては 

ビアスパークしもつまにお問い合わせください。 

 

◆期間　10 月 8 日(火)～31 日(木)　24 日間 

◆場所　ビアスパークしもつま[長塚乙 70-3] 

 

問　申　ビアスパークしもつま  

　　　　TEL 30-5121　FAX 30-5122

行政書士による無料相談会 

 

◆日時　10 月 25 日(金)午後 1 時～3 時 

◆場所　下妻市立図書館　集会室　[砂沼新田 35-1] 

◆相談内容　相続問題、農地のこと、建設業、飲食業な

どの営業許可、その他困りごと 

※１　行政書士には守秘義務があり、秘密は厳守します 

※２　事前予約は不要です 

 

問　茨城県行政書士会県西支部　 

TEL45-4045(木村)　FAX45-4076

10 月は土地月間です！ 

～土地取引の後には届出を！～ 

 

10 月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を

行う「土地月間」です。 

一定面積以上の土地取引を行った場合(下妻市は

5,000 ㎡以上の土地取引)、国土利用計画法に基づ

き、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて２週間

以内に、市企画課に届出を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

問　企画課 TEL 43-8367　FAX 43-1960

市 HP(国土法)

市制 70 周年記念コミュニティバス無料デー 
 

◆実施日　10 月 20 日(日) 

◆対象路線 

　下妻市が運行するコミュニティバス２路線 

・シモンちゃんバス 

・筑西･下妻広域連携バス 

※関東鉄道が運行する路線バスは対象外 

◆運賃　当日の乗車に限り無料 

◆その他 

当日は、砂沼広域公園にて砂沼フェスティバル 2024

が開催されます。イベントのご来場にはぜひ公共交通

機関をご利用ください。 

 

問　企画課　TEL43-2114　FAX43-1960



                                                                                                                         
 

児童扶養手当制度改正 

 

令和 6 年 11 月 1 日から児童扶養手当法等の一部が改

正され、所得限度額と第 3 子以降の加算額が引き上げら

れます。 

1. 所得限度額の引上げ 

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全

額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部

支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判

定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。 

 

2. 第 3 子以降の加算額の引上げ 

第 3 子以降の加算額が引き上げられ、第 2 子の加算額と

同額になります。 

※令和 6 年 11 月分の手当から所得限度額および加算額

の引上げが適用されますが、同年 11 月分および 12 月

分の手当については、2 か月分の支給月である令和 7 年

1 月に支払われます 

※現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていな

い方におかれましては、所得制限限度額の緩和により支

給対象となる場合があります。令和 6 年 11 月分から手

当を受給するためには 10 月 31 日までに申請が必要と

なります 

 

問　申　子育て支援課  

　　　　　TEL 45-8100　FAX 30-0011

 扶

養

親

族

数

受給資格者本人 扶養義務者/

配偶者/孤児

等の養育者　

所得限度額

(万円)

 全部支給 

所得限度額 

(万円)

一部支給 

所得限度額 

(万円)

 旧 新 旧 新 (改正なし)

 0 人 49 69 192 208 236

 1 人 87 107 230 246 274

 2 人 125 145 268 284 312

 3 人 163 183 306 322 350

 4 人 201 221 344 360 388

 5 人 239 259 382 398 426

 これまで R6.11 月分～

 全部支給 6,450 円 10,750 円

 一部支給 6,440 円～ 

3,230 円

10,740 円～

5,380 円

調整給付金確認書 
◆提出期限は 10 月 31 日まで 
 

令和６年分所得税と令和６年度分個人住民税にお

いて定額減税を実施していますが、定額減税しきれな

いと見込まれる方は、調整給付金を支給します。 

調整給付金の支給対象と見込まれる方には、７月末

に給付金額などを記載した確認書を送付しました。ま

だ確認書を提出されていない方は、内容をご確認いた

だき必要事項を記入のうえ、期限までに返信用封筒に

て返送してください。 

 

◆返送期限　　10 月 31 日(木)※当日消印有効 

◆返送先　　　税務課市民税係 

 

◆提出前にご確認ください 

　記載もれや書類の添付もれが多くなっています。 

返送する前に次の 3 点を再度確認してください。 

(１)確認書下部の署名・確認日・連絡先(日中連絡 

がとれる電話番号)が記入されている 

(２)本人確認書類の写しの添付 

(３)通帳またはキャッシュカードの写しの添付 

※(１)・(２)は必須 

　(３)は確認書に口座情報が記載されていない場合ま

たは確認書に記載されている口座とは別の口

座へ振込希望の場合のみ(確認書に記載されて

いる口座へ振込希望の場合は不要) 

 

問　申　税務課  

TEL 43-8192　FAX 44-9411

セットバック後の公道利用地に対する固定
資産税の非課税申告について 

 

　建築基準法に基づき土地の一部をセットバック(※)

し、一定の要件を満たし公衆用道路として利用されて

いる土地については、市に申告することにより当該部

分が非課税となる場合があります。 

 

１　適用要件(以下の要件全てに該当している土地で

あることが必要です。) 

(１)不特定多数の方が利用できる道路の用に供されて

いる土地であること。(植栽やプランターなどが無いこ

と。) 

(２)建築物(建物および塀など)がセットバック位置ま

で後退している土地であること。 

 

２　申告方法について 

当該土地の所有者などの方が、必要事項記入のう

え、以下の書類を市に提出してください。 

(１)固定資産税非課税規定適用申告書(公衆用道路用) 

(２)当該土地の位置図 

(３)セットバック部分の地積が確認できる図面(地積

測量図など) 

(４)その他市長が必要と認める書類 

 

(※)セットバックとは、建築物の建築にあたり建築基

準法の規定により敷地境界線や建築物を現況の位置

から敷地側に後退しなければならない場合において、

この後退させることをいいます。 

 

問　税務課　TEL 43-8193　FAX 44-9411

自筆証書遺言書保管制度をご活用ください 

 
「自筆証書遺言書保管制度」とは、自身で書いた遺

言書を法務局で保管できる制度です。保管場所にお困

りの方や、書き替えなどのトラブルが心配な方、相続

発生後に相続人などに見つけてもらえるかなどの不

安のある方におすすめです。家庭裁判所での検認が不

要となるメリットもあります。 

詳しい手続きは、水戸地方法務局ホームページ 

(http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/)または法務

局で配布しているパンフレットをご覧ください。 

 

問　申　水戸地方法務局下妻支局総務係  

　　　　　TEL 43-3935   
(平日午前 9 時から午後 5 時まで)

都市計画の変更に関する原案の閲覧と 
公聴会を開催します 
 

都市計画を変更するにあたり、皆様からのご意見を

お聞きするため、原案の閲覧と公聴会を開催します。 

※公述申出者がいない場合には公聴会は開催しません 

 

◆日時　 

10 月 22 日(火)午前 10 時 30 分～(市決定箇所) 

10 月 22 日(火)午後２時～(県決定箇所) 

◆会場　下妻市庁舎３階 会議室３-１ 

◆内容　都市計画道路の変更および、廃止について 

◆申出方法　今回の変更に関する都市計画原案に対

して意見を述べることを希望する方は、公述申出期間

内に公述申出書を持参または郵送で提出してくださ

い(公述申出書は原案の閲覧場所およびホームページ

で入手できます)。 

〔提出先〕下妻市長(都市整備課扱い)宛 

　　　　　〒304-8501　下妻市本城町 3-13 

　　　　　茨城県知事(都市計画課扱い)宛 

　　　　　〒310-8555　水戸市笠原町 978－6 

◆公述人の決定　公述申出者が多数の場合、意見内容

を考慮したうえ、代表者を選定します。 

◆公述申出期間および都市計画原案の閲覧期間 

10 月７日(月)～10 月 15 日(火) 

午前８時 30 分～午後 5 時 15 分 

※土日祝日を除く。期間内必着。 

◆都市計画原案の閲覧場所 

〔市決定箇所〕 

下妻市本城町 3-13　市都市整備課都市計画係 

〔県決定箇所〕 

水戸市笠原町 978-6　茨城県都市計画課 

※ホームページからも閲覧可 

 

問　都市整備課　TEL45-8128　FAX43-2945

ごみ(廃棄物)の野外焼却は禁止 
 
家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社か

ら出たごみを野外で燃やさないでください。煙や臭

い、灰などが原因で、周辺住民の生活環境や健康に悪

影響が出ております。 

野焼きは「廃棄物処理法」で一部の例外を除いて禁

止されています。 

※屋外での煮炊きやバーベキュー、燻炭作りなどの際

もご注意ください 

 

問　環境課 TEL 43-8289　FAX 44-7833 

休日や夜間の場合 

　　110 番または下妻警察署 TEL43-0110 

火災の危険がある場合 

　　119 番または下妻消防署 TEL43-1551

未就学児の保護者様へ 

ふるさと交流館リフレこかいで遊ぼう！ 

 

◆開催日 

　10 月 7 日(月)、10 月 10 日(木) 

　10 月 21 日(月)、10 月 24 日(木) 

◆開催時間　午前 9 時～正午 

◆利用規則 

　原則、保護者１人につきお子さまは２人まで 

※ご来場の際は、必ず保護者の方の同伴をお願いしま

す。詳細は下記までお問い合わせください 

 

問　ふるさと交流館リフレこかい(休館日 : 水曜日) 

　　　TEL 30-0070　FAX 48-6311

http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/%29
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「子宮がん・骨粗しょう症」集団検診の予約受付開始 

 

受診を希望する方は、予約が必要です。電話またはインターネットからお申し込みください。 

 

◆検査内容        ※年齢は、令和７年３月 31 日時点の年齢 

 

◆予約方法 

１．希望の検診日と受付時間を決める。＜会場：市保健センター＞ 

◎骨粗しょう症検診を受診する方は、＊印がついている日程で受診してください。 

※子宮がん検診を受診する方の所要時間の目安は、受付終了後概ね 1 時間～1 時間 30 分を予定しています

が、当日の状況に応じて前後することがあります 

 

２．電話またはインターネットから予約する。 

※定員になり次第締め切りとなります 

◆注意事項 

◇令和６年度に市の医療機関検診受診券を使って子宮がん検診を受診した方は、市の集団検診を受けることは

できません。 

◇月経中は、子宮がん検診ができない場合があります。 

◇妊娠・出産などの経験がなく、子宮がん検診が初めての方は、医療機関検診を受診してください。 

 

問・申　健康づくり課　TEL43-1990　FAX 44-9744

 対象者 検査内容 自己負担額

 
20 歳以上の女性

子宮がん検診 

(子宮頸部細胞診)
1,000 円

 
25・30・35・40・45・50・55・60・65・70 歳の女性

骨粗しょう症検診 

(かかとでの超音波検査)
500 円

 検診日 受付時間

 11

月
＊22 日 

(金)

25 日 

(月)

26 日 

(火)

＊27 日 

(水)

①午後０時 30 分～０時 40 分 

②午後 0 時 50 分～1 時 00 分 

③午後 1 時 10 分～1 時 20 分 

④午後 2 時～2 時 10 分(骨粗検診のみ) 

⑤午後 2 時 20 分～2 時 30 分(骨粗検診のみ)

 12

月
＊11 日 

(水)

＊12 日 

(木)

＊13 日 

(金)

 ◆電話で予約する場合 

◇コールセンター　☎0570－077－150 

※ナビダイヤルのため、通話料が発生します 

通話料は、予約者本人の負担となります 

※時間帯によっては、つながりにくいことが

あります 

◇予約受付期間 

　10 月 23 日(水)～25 日(金) 

　各日 午前９時～午後５時

◆インターネットで予約する場合 

[健康診断・検診予約サイト]　https://kenko-link.org/ 

　　　　　　　　 予約サイトにアクセスし、 

事前に利用登録を済ませてから 

お申し込みください。 

※通信料は、予約者本人の負担となります 

 

◇予約受付期間 

10 月 22 日(火)午前９時～10 月 28 日(月)午後５時

 予約受付期間以降は、健康づくり課にお問い合わせください。

小児インフルエンザ予防接種 

 

小児インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。小児インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づき

実施される「定期接種」とは異なり、希望者が各自で受ける「任意接種」となります。 

 

◆接種期間　10 月１日(火)～令和 7 年１月 31 日(金) 

◆対象　　　生後６ヶ月～中学３年生相当の方 

◆助成額　　1 回につき 2,000 円 

 

 

 

 

※市内・市外協力医療機関以外で接種する場合は、全額を医療機関にお支払いいただいた後、 

償還払い(払い戻し)の手続きが必要になります。手続き方法などは上記二次元コードをご覧ください 

 

問　健康づくり課　TEL43-1990　FAX44-9744

  

 

 

種

類 

 

不活化インフルエンザワクチン

・生後 6 ヶ月～13 歳未満の方・・・２回 

・1 回目の接種を 12 歳の時点で受け、2 回目の接種日時点で 13 歳にな

る方・・・２回 

・13 歳～中学 3 年生相当年齢の方・・・１回

 生インフルエンザワクチン 

(フルミスト点鼻液) 

一部医療機関でのみ実施

・2 歳から中学 3 年生相当年齢の方・・・１回

市営住宅　入居者募集 

 

◆募集期間　 

10 月 1 日(火)～10 月 31 日(木) 

※ 受付時間　午前 8 時 30 分～11 時 30 分、午後 1 時～5 時( 土・日曜日、祝日を除く) 

 

◆募集住宅の概要 

◆家賃　入居者の収入などにより、それぞれ異なります。詳しくは、建設課にお問い合せください。 

◆敷金など　敷金は、家賃の 3 カ月分です。また、駐車場保証金として駐車場使用料の 3 カ月分が必要です。 

◆入居者資格　下妻市営住宅管理条例で定める資格に該当する方 

◆申込方法 

所定の申込書に必要事項を記入の上、市役所建設課(本庁舎 2 階)に持参してください。入居申し込みは、 
1 世帯につき 1 カ所に限ります。 

◆入居予定時期　令和 6 年 12 月下旬以降 

◆その他　入居の際には、連帯保証人が必要となります。 

 

問　申　建設課 TEL 45-8127　FAX 43-2945

 名称 所在地 構　造 規格 募集戸数など

 石堂 小島 1161 番 1 他 鉄筋コンクリート造 

4 階建て他

3DK 6 戸 

B201(2 階)、C101(1 階) 

C203(2 階)、C303(3 階) 

D203(2 階)、D303(3 階)

 新石堂 小島 1102 番 鉄筋コンクリート造 

3 階建て

2LDK 2 戸 

B301(3 階)、C301(3 階)

 西町 下妻乙 183 番 2 鉄筋コンクリート造 

3 階建て

3DK 1 戸 

A203(2 階)

市内・市外協力医療機関一覧、手続きの詳細は市 HP をご覧ください

https://kenko-link.org/


 10 月および 11 月のマイナンバーカード 

(個人番号カード)の窓口交付日 

 

マイナンバーカード(個人番号カード)を申請され

た方には、概ね１ヶ月程度で『個人番号カード交付・

電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)』(以下、交付

通知書)を封書(ピンク)にて送付しています。 

マイナンバーカードの受け取りは、木曜の時間外交

付および休日交付のみ予約が必要となります。インタ

ーネットまたは市民課ダイヤル(43-8196)にて予

約をとり、受け取りをお願いします。病気、身体の障

害などにより、来庁が困難な場合はご相談ください。 

 

10 月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

11 月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

【交付時間】 

●=平日日中のみ 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

▲=平日時間外交付日　上記に加え、 

午後 5 時 20 分～７時 

★=休日交付日・申請補助サービス 

および電子証明書更新 

午前９時～正午 

※カード申請補助サービスおよび電子証明書更新

は午前９時～正午まで実施します 

×=カード交付・申請補助サービスおよび電子証明

書更新は行いません 

 

問　申　市民課　 

TEL 43-8196　FAX 43-2933

 日 月 火 水 木 金 土

 １ 

●

２ 

●

３ 

▲

４ 

●

５ 

×

 ６ 

×

７ 

●

８ 

●

９ 

●

１０ 

▲

１１ 

●

１２ 

★

 １３ 

×

１４ 

×

１５ 

●

１６ 

●

１７ 

▲

１８ 

●

１９ 

×

 ２０ 

×

２１ 

●

２２ 

●

２３ 

●

２４ 

▲

２５ 

●

２６ 

×

 ２７ 

★

２８ 

●

２９ 

●

３０ 

●

３１ 

●

 日 月 火 水 木 金 土

 １ 

●

２ 

×

 ３ 

×

４ 

×

５ 

●

６ 

●

７ 

▲

８ 

●

９ 

★

 １０ 

×

１１ 

●

１２ 

●

１３ 

●

１４ 

▲

１５ 

●

１６ 

×

 １７ 

×

１８ 

●

１９ 

●

２０ 

●

２１ 

▲

２２ 

●

２３ 

×

 ２４ 

★

２５ 

●

２６ 

●

２７ 

●

２８ 

▲

２９ 

●

３０ 

×

水道と井戸水などの管が 

直接接続されていませんか 

 

　「クロスコネクション」は、水道法により、固く禁止 

されています。バルブを設置し、水道水と井戸水などを必

要に応じて、切り替えて利用している状態も該当します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

◎水道水と井戸水などを併用して利用している場合は、

図のように必ず配管を別にしてください。 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

　(井戸水)　　　　  (水道水) 

 

× 

 

 

 

 

 

 

　 (井戸水)→            ←(水道水) 

 

◆なぜ、禁止されているのか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続されている

と、バルブの故障、誤った操作や突然の事故により、井戸

水などが水道本管へ逆流することがあります。もし、井戸

水などが汚染されていた場合、汚染された水が水道本管

に流れ込み、水道水が汚染され、広範囲に健康被害が生ず

るなど重大事故につながる危険性があります。 

反対に大量の水道水が井戸などに流れ込んだ場合、多額

の水道料金を請求されることがあります。場合によって

は、法律により罰せられることもあります。 

 

◆給水管と井戸水などの管が直接接続されている場合 

上下水道課に連絡するとともに、市指定給水装置工事事

業者に依頼し、水道の給水管から井戸水などの管を切り

離してください。切り離したことが確認できるまでの間、

水道を一旦停止しますので、水道の利用はできません。 

 

問　上下水道課　 

TEL 44-5311　FAX44-5312

稲わら・もみ殻は燃やさないでください 
 
稲わら・もみ殻の焼却に伴う煙や臭い、灰などが原

因で、周辺住民の生活環境や健康に悪影響が出ており
ます。焼却しないで、再利用に回すか農地にすき込ん
でください。 

 
問　環境課 TEL43-8289　FAX 44-7833 
　 　水田農業支援センター(農業政策課) 

TEL44-0724　FAX44-6010 
◇火災の危険がある場合 

　     下妻消防署　TEL43-1551

オレンジカフェしもつま(認知症カフェ) 
 
認知症カフェとは、認知症に関する不安や悩みを、

気軽に相談ができる集いの場です。 
 
◆対象　認知症の方やそのご家族、認知症に関心の

ある方どなたでも 
◆開催日程 
①福祉センター砂沼荘 会議室 [下木戸 493-6]  
毎月第 1 木曜日(原則)午前 10 時～11 時 

 
②千代川公民館 レストハウス [鬼怒 230] 
毎月第 3 火曜日(原則)午後 1 時 30 分～2 時 30 分 

※11 月は、講演会を開催する予定です。詳細は後日 
 お知らせ版に掲載します 
◆主催　認知症ともに学ぶ会しもつま 
◆初めて参加される方は下記までご連絡ください。 

 
問　申　長寿支援課 

　　　　　TEL 43-8264　FAX 30-0011

 
令和 6 年

10 月 3 日(木)

 11 月 7 日(木)

 12 月 5 日(木)

 
令和 7 年

1 月 9 日(木) ※第 2(木)

 2 月 6 日(木)

 3 月 6 日(木)

 
令和 6 年

10 月 15 日(火)

 12 月 17 日(火)

 
令和 7 年

1 月 21 日(火)

 2 月 18 日(火)

 3 月 18 日(火)

１１月開講　スマホ教室受講生募集！ 
 

◆時　間 
◇午前の部　午前 10 時から午後 0 時 15 分まで 
◇午後の部　午後 1 時 30 分から 3 時 45 分まで 

◆募集定員　午前・午後の部ともに各 12 名 
※定員になり次第締切 

◆場　　所　下妻公民館 2F　学習室他 
◆申込期間　10 月３日(木)～10 月 20 日(日) 

※休館日(月曜日)除く 
◆受付時間　午前 9 時～午後 5 時 
◆参加費　　無料 
 
問　申　下妻公民館　　TEL 43-7370

 日　程 内容(午前・午後共通)

 
11 月 6 日(水)

①電話・カメラを使おう 
②ハザードマップで様々な 

災害のリスクを確認しよう

 
11 月 13 日(水)

③新しくアプリのインストール
してみよう 

④インターネットを使って 
みよう

 11 月 20 日(水)
⑤メールをしてみよう 
⑥地図アプリを使おう

 
12 月 4 日(水)

⑦メッセージアプリを使おう 
⑧スマートフォンを安全に使う

ための基本的なポイントを知
ろう

第16回市長杯・市民グラウンドゴルフ大会 
 

◆日時　　　10月２3日(水)午前8時30分 
※小雨決行。荒天の場合は翌日に順延 

◆会場　　　千代川緑地公園[鬼怒250] 
◆参加資格　60歳以上の市内在住者 
◆試合方法　◇個人戦 

◇32ホールストロークマッチプレイ 
(16ホールを2回プレイ) 

◆参加費　　1,000円(弁当代を含む) 
◆申込先　　下妻市立総合体育館［本城町3丁目36］ 
◆申込方法 
　申込書に参加費を添えて直接ご持参ください。 
◆申込締切　10月9日(水)午後5時まで 
 
問 市グラウンドゴルフ協会(大山)　TEL43-4045

「出会いパーティー」開催 
 
【境会場】◆日時　10 月 27 日(日) 午後 1 時 30 分～４時 30 分（受付午後 1 時～） 
◆場所　境町文化村公民館２階講堂[境町上小橋 540 番地] 
◆対象　◇A コース 30～40 歳代の独身男女　◇B コース 50～65 歳の独身男女 
◆募集定員　いずれのコースも男女各５人程度　　◆参加費　男性 3,000 円　女性 1,000 円※当日持参 
◆持ち物　　身分証(運転免許証など)、必要な方は飲み物 
◆申込　10 月 4 日（金）～ 10 月 25 日（金）まで　　◆申込方法　メールまたは電話、FAX で申込み 
◆申込内容　①氏名　②年齢　③性別　④郵便番号　⑤住所　⑥携帯番号  

⑦メールアドレス　⑧参加日時　⑨会場　⑩コース 
◆後援　　　いばらき出会いサポートセンター※前日、当日、無断キャンセルはキャンセル料発生 
 
問　申　NPO 法人ベル・サポート境　TEL 0280-87-7085/090-3140-2580 

FAX 0280-33-8176　　Mail info@bell-suport.net 詳細はこちら
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「男めし料理教室」　参加者募集！ 

 

調理を基本から学べる男性のための料理教室です。

初心者でも簡単においしく作れるコツを伝授します。 

 

◆日時　①初級編　11 月 12 日(火) 

　　　　②中級編　12 月 24 日(火) 

　　　　午前 10 時～午後０時 30 分 

(受付：午前 9 時 30 分から) 

　　　　※①②どちらか片方のみでも参加できます 

◆場所　千代川公民館　調理室 

◆対象　市内在住の男性 

◆定員　12 名　◆参加費　無料 

◆内容　調理実習 

①初級編：おふくろの味 

(肉じゃが・だし巻き卵・和え物など) 

②中級編：クリスマスメニュー 

(チキン料理・サラダ・スープなど) 

◆講師　　　管理栄養士　中山　登志枝 氏 

◆調理補助　食生活改善推進員 

◆持ち物　エプロン・バンダナ(三角巾)・マスク 

　　　　　※お持ちでない方はお貸しします 

◆申込締切　10 月 18 日(金) 

※申込多数の場合は抽選 

◆受付方法　電話または 

右の二次元コードからお申込みください。 

※しもつま元気ポイント対象事業です 

 

問　申　健康づくり課 

　　　　　TEL 43-1990　FAX 43-9744

ポピーの種まき＆さつまいも掘り大会 

 

どなたでも、お気軽にご参加ください。 

 

◆日　時　10 月 20 日(日)午前９時～ 

◆場　所　鬼怒フラワーライン 

          (鬼怒川左岸大形橋上流河川敷) 

　　　　　※軍手、長靴をご持参ください 

　　　　　※さつまいも堀り用の袋は、花と一万

人の会で準備します 

◆主　催　花と一万人の会 

 

問　　花と一万人の会事務局(都市整備課内) 

TEL43-8356　 FAX 43-2945

砂沼環境学習会　水生生物を観察しよう！　　　　　　　　　 

 

身近な砂沼周辺を散策しながら、自然豊かな生態

系を学ぶ体験型の野外学習会です。 

 

◆日時　10 月５日(土)午前 10 時 

(受付：午前９時 30 分～) 

◆集合　砂沼観桜苑　芝生広場 

◆対象　小学生と保護者 

◆募集　50 組程度(先着順)　◆参加料　無料 

 

 

 

 

 

お申込みはこちら！　　　詳しくは HP へ 

 

問　申　環境課 

TEL43-8234　FAX44-7833

水彩画展「静物と四季折々の風景」 

 

下妻水彩画クラブの方々が描いた美しい花と 

自然の魅力を切り取った水彩画を、ぜひご堪能 

ください。 

 

◆日時　　10 月５日(土)～10 月 27 日(日) 

　　　　　午前９時～午後４時 30 分 

　　　　　※27 日(日)は午後３時まで　入館無料 

◆場所　　小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター　 

ギャラリー１ 

◆共催 　下妻水彩画クラブ 

◆休館日　毎週月曜(祝日の場合は翌日) 

 

問　小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

　　TEL45-0200　　FAX45-0363

子育て応援講座　スクラップブッキング講座 

 

毎日仕事や育児に忙しいお父さん・お母さん。お子

さんのお写真をかわいく貼って世界にひとつだけの

色紙を作ってみませんか？作成中はお子さんを託児

ボランティアさんが近くでお預かりします。 

 

◆日時　　令和 6 年 10 月 29 日(火) 

午前 10 時～正午 

◆会場　　福祉センター　砂沼荘［下木戸 493-6］　 

◆募集人員　10 名　※応募者多数の場合は抽選 

◆講師　　秋山 まゆみ氏 

◆参加費　200 円 

◆持ち物　写真(2-5 枚)・はさみ・のり・布や包装紙 

装飾テープなど使いたい材料 

◆申込締切　令和 6 年 10 月 21 日(月) 

◆申込方法　電話または右記二次元コード 

からお申し込みください 

 

◆その他　無料託児あり 

予約制申込時にお伝えください 

　　　　　　　 

問　申　下妻市社会福祉協議会 

　　　　　TEL44-0142

子ども・保護者同士のふれあいの場 

子育て支援「ひまわり会」 

 

子育ての相談にも応じます。どなたでも、お気

軽にお越しください。 

 

9 月 27 日(金)　運動会ごっこ・好きなあそび 

10 月 25 日(金)　ハロウィン・好きなあそび 

11 月 22 日(金)　楽しいゲーム・好きなあそび 

12 月 20 日(金)　クリスマス会・好きなあそび 

1 月 24 日(金)　節分遊び・好きなあそび 

2 月 28 日(金)　体を動かしてあそぼう・ 

好きなあそび 

3 月 28 日(金)　お別れ会・好きなあそび 

 

◆時間　午前 10 時～11 時 30 分 

◆場所　リフレこかい　多目的ホール 

◆対象　乳幼児・保護者(祖父母の方も大歓迎です) 

◆参加費　無料(飲物は各自ご持参ください) 

予約の必要はありません 

◆主催　下妻市更生保護女性会 

 

問　下妻市社会福祉協議会　 

TEL44-0142 社協 HP

第３回 不登校・多様な学びつながる"縁"日 

 

◆県西会場 

◇日時　10 月 19 日(土)午前 11 時～午後 4 時 

◇場所　茨城県県西生涯学習センター 

［筑西市野殿 1371］ 

◇内容　・講演「茨城県の不登校支援について(仮)」など 

　　　　・合同相談会　・子ども企画　・市町村窓口 

◆県北県央鹿行会場 

◇日時　11 月 23 日(土)午前 11 時～午後 4 時 

◇場所　スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと 

［ひたちなか市牛久保 1-10-18］ 

◇内容　・合同相談会　・子ども企画　・市町村窓口 

 

◆入場料　無料 

◆主催　不登校・多様な学びネットワーク茨城 

各会場参加団体、ブース詳細は HP をご覧ください。 

 

問　HP または下記メールアドレス 

　　tunagaru.ennichi@gmail.com

ふるさと博物館　10 月のお知らせ 

 

◆10 月の休館日 
　10 月 7 日(月)、15 日(火)、21 日(月)、28 日(月) 
◆「市村緑郎 彫刻展」開催　 

10 月 16 日(水)～11 月 17 日(日)会期中入館無料 
 
問　ふるさと博物館   

TEL 44-7111　FAX 44-7115

〝みんなの研ぎやさん〟巡回活動 

いつもお使いの包丁は切れますか？ 

 

◆日時　10 月 11 日(金)午前９時 30 分～11 時 

◆会場　福祉センター砂沼荘 

※当面の間、包丁以外はお断りさせていただきます 

※悪天候により中止になる可能性があります 

◆みんなの研ぎやさん会員募集中 

興味のある方は、活動日にお気軽にお越しください。 

 

問　下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉協議会) 

TEL 44-0142　　FAX 44-0559

くらしの困りごと相談会 

 
◆日時　10 月 11 日(金)　午後 1 時～3 時 50 分 

受付時間：午後 0 時 30 分～3 時 30 分 

◆場所　下妻公民館 2 階 大会議室　 

［本城町 3-36-1] 

◆相談内容　登記、年金、雇用、税金など行政機

関で行う手続きに関する質問や相談

のほか、相続、離婚、多重債務など

の法律相談 

◆相談時間　1 人あたり 20 分 

※予約なしでも相談可(事前予約された方が優先) 

◆予約期間　10 月 7 日(月)まで 

平日　午前 8 時 30 分～午後 5 時 

 

問　総務省行政相談センターきくみみ茨城 

TEL 029-253-1100 

FAX 029-221-3349 


